
  

 

 
 
 
 

 

 

 

広島県では、2050年ネット・ゼロカーボン社会の実現を目指し、家庭における温室効果ガスの削減を

図るため、電力需要が高まる夏に家庭のエアコンを消して商業施設や公共施設等に出かけ、涼しさを分

かち合うことで、街全体で省エネを促進する「ひろしまクールシェア」を７月１日（火）～９月30日

（火）の間、実施します。 

県民の皆様が涼しく過ごしていただける商業施設や公共施設などの場所を「クールシェアスポット」

として登録し、キャンペーンサイトで公開します。 

また、今年度より熱中症対策として市町が指定する「クーリングシェルター」の情報をキャンペーン

サイトのデジタルマップに表示するほか、熱中症対策の取組も紹介しており、省エネ対策だけでなく、

熱中症対策にも取り組むこととしています。 

 

※１　参加申込のあった施設数。施設によって、クールシェアスポットとして利用できる期間が異なります。 

※２　クーリングシェルター（指定暑熱避難施設）については、気候変動適応法に基づき市町が指定した施設。熱中

症特別警戒アラートが発令された場合には、施設開放義務があり、どなたでも利用できます。 
 

（参考）クーリングシェルターとクールシェアスポットについて 

 

 
本事業のポイント

 
①　県民の皆様が利用していただけるよう県内全域の商業施設、公共施設等1,400箇所以上※１の施設

をクールシェアスポットとして登録しています。 

②　クールシェアスポットを訪問し、キャンペーンサイトよりデジタルスタンプを獲得、アンケート

に答えて応募することで、えらべるPay1,000ポイント分が抽選で当たります。 

③　参加施設の一部では、割引券などお得な特典が設定されています。キャンペーンサイトのマップ

から施設情報を確認できます。 

④　今年度より、キャンペーンサイトには省エネに関する情報だけでなく、熱中症予防対策について

の情報も掲載しており、熱中症特別警戒アラートが発表された際に開放されるクーリングシェルタ

ー（指定暑熱避難施設）※２をデジタルマップで公開する等、熱中症対策にも取り組みます。

 
クーリングシェルター（734 施設） クールシェアスポット（1,460 施設）

 
熱中症による被害の発生を防止するため、市町村長が

指定した施設で、「熱中症特別警戒アラート」が発表さ

れた場合には、どなたでも休憩スペースとして利用で

きるよう開放されます。

商業施設や公共施設などのみんなで涼しく過ごすこ

とができる場所で、「熱中症特別警戒アラート」の発

表有無に関わらず、 ご利用いただけます。
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広島県全域で 1,400 施設以上が参加　暑い夏を”エコ”で”クール”に楽しもう‼ 

「ひろしまクールシェア 」 ７/１～ 県内各所でスタート 



◎ キャンペーンの実施概要 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【デジタルマップのイメージ】　※本イメージは昨年度のものです。

１ 実施期間・対象施設 
 ○実施期間：令和７年７月１日（火）～令和７年９月30日（火） 
　○対象施設：1,460施設※ 
　　　　　　　県内の百貨店や飲食店等の「商業施設」、図書館や体育館等の「公共施設」など 
　　　　　　　※施設数は6/24現在。期間終了まで随時募集中。 
 
２ 実施内容等 
 ○キャンペーンサイトから対象施設をデジタルマップで検索し、お出かけするだけ。 
　○対象施設で、キャンペーンサイトからデジタルスタンプを１個集めて、アンケートに 

回答すると抽選でえらべるPay1,000ポイントが当たります。 

　○割引特典などお得なプレゼントが用意されている施設もあります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
３ キャンペーンサイト　 
　　https://hiroshimacoolshare-cp.com/ 
  
〇クールシェアスポット、クーリングシェルターの情報を掲載 

　〇クールシェアキャンペーンの応募 

　〇熱中症対策の情報を掲載　

GPS で現在地周辺の施設を検索できるだけでなく、飲食やお買い物

など、目的ごとの検索やワード検索もできます。

各施設のアイコンをクリックす

ると、特典や営業時間などの詳

細がご覧になれます。



 
◎ 熱中症対策について 

　クールシェアキャンペーンは、県民の皆様へ夏季の省エネを呼びかけるだけでなく、熱中症対策の一

面も有しています。キャンペーンサイトでは、市町が指定するクーリングシェルター及び熱中症対策の

情報を掲載し、県民の皆様が安全に暑い夏を過ごすことができるよう取り組みます。 

　熱中症特別警戒アラートが発令されていない日でも、本事業で登録しているクールシェアスポットに

ついては、ご利用いただけます。 

　なお、クールシェアスポットとして登録している株式会社ファミリーマート様においては、県健康危

機管理課、大塚製薬株式会社様と連携し、７月1日から14日までの間、店頭において、熱中症対策啓発

動画の放映を実施しており、熱中症対策の取組にご協力いただきます。 

 

◎ 取材について 

対象施設の取材を希望される場合は調整させていただきますので、下記お問い合わせ先へご連絡くだ

さい。 

【お問い合わせ先】 

　広島県 環境県民局 環境政策課 ネット・ゼロカーボン社会推進グループ（担当：橋本、増田） 

　電話：082-513-2912　メール：kankansei@pref.hiroshima.lg.jp




